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 資料５  

平成１９年度主要事業概要（抜粋） 

１ 事  業  名 みやぎの景観形成事業（新規） 重点事業名 みやぎの景観形成事業（新規） 

２ 当初予算額            ３，９０６千円 ３ 担 当 課 土木部都市計画課（内線3132） 

４ 目     的 
自然や歴史的街並みなど宮城県内に残る個性ある資源を積極的に生かしながら，良

好な景観形成に取り組む地域を支援しようとするもの。 

５ 事 業 概 要 １ 事業主体  宮城県 

 

２ 事業概要 

 宮城県では，平成１０年３月に「宮城県景観形成指針」を策定し，良好な景観

形成に向けて各種取組みを行ってきたところであるが，平成１６年に景観法が制

定され，景観に関する基本理念が示されるなど景観行政を進める仕組みが大幅に

整えられた。 

 このような背景を踏まえ「ふるさとみやぎ」のより良い景観を守り，創造し，

景観形成を支える県民意識の醸成が図られるよう，今般「宮城県景観形成指針」

を景観法等の趣旨も踏まえた新たな視点で見直し，景観行政を積極的に推進する

こととした。 

 

３ 事業期間  平成１９年度 ～  

 

４ 平成１９年度事業内容 

(1) 新宮城県景観形成指針普及啓発事業 

①新宮城県景観形成指針の印刷 

②みやぎ景観懇話会の運営 

（景観形成指針の進行管理，景観基本条例等の制定検討） 

(2) 市町村景観計画策定支援事業(補助率1／2，上限200万) 

(3) 景観アドバイザー制度事業 

(4) 景観形成啓発事業 

①景観シンポジウム開催 

②景観百選選定事業 

③顕彰制度の創設 

④景観ポータルサイトの開設 

(5) 市町村景観行政担当者会議の開催 
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 宮城の将来ビジョン（2007-2016） （抜粋）  
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みやぎの景観百選実施要領（案） 

H19.3.20 都市計画課 

 

１ 目 的 

私たちが暮らす宮城県には，恵み豊かな三陸の海や奥羽の山並み，広大な緑野が織りなす美しい 

自然に抱かれながら，地域ごとの風習や文化とともに守られてきた美しい街並みや景観が数多く存 

在している。 

しかしながら，鎮守の森など安らぎを感じさせる何気ない風景は，身近であるがゆえ見過ごしが

ちであり，その存在すら気付いていないことが多い。 

こうした“何気ない風景”に焦点を絞り，次世代に伝えていきたい良好な景観を「みやぎの景観

百選」として選定する。 

 

２ 募集の方法 

    募集対象は「良好な景観」とし，四季の季節感で分類する。 

      （選定のポイント） 

① 宮城県らしさ，地域に根ざした歴史，文化，自然，まち並みを生かした景観であること。 

② 建築物，広告物やサイン等が周囲の環境と調和して形成された景観であること。 

③ 地域に潤いと安らぎ，新たな魅力をあたえる景観であること。 

④ 地域住民，NPO，事業者等，関係者の参加と協力によって維持されている景観であること。 

  

        春（３～５月），夏（６～８月），秋（９～１１月），冬（１２～２月） 

        見る対象（視対象）と見る場所（視点場）を特定する。 

        ⇒  例：吉田川の堤防から見た七つ森の夕景 

 

３ 応募方法 

   郵送又は電子メールによる。（申込み用紙） 

      ①視点場（どこから………市町村名，字名等） 

      ②視対象（何を，どこを） 

      ③選定する理由 

      ④視点場の地図及び視対象の写真 

 


